
第   号議案

指定管理者の指定の件（神戸臨床研究情報センター）

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。  

令和４年 11月 28日提出

神戸市長 久   元   喜   造

１ 公の施設の名称  

神戸臨床研究情報センター  

２ 指定管理者  

神戸市中央区港島南町６丁目３番地の７

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

代表理事  本庶  佑  

３ 指定期間  

令和５年４月１日から令和 10年３月 31日まで

理     由

神戸臨床研究情報センターの指定管理者の指定をするに当たり、議会の議決を

経る必要があるため。  
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